
三重県水産業及び漁村の振興に関する基本計画の概要
第1 基本計画策定の考え方

1 基本計画策定の趣旨
0水産業及び漁村の振興に関する施策の総合的かっ計画的な推進を図るため、基本的な方針や

主要な目標、基本的施策の実施に関し必要な事項等を定める
2 基本計画の位置付け

o r11く産王国みえj の復活とさらなる発展に向け、木県水産業及び漁村の振興に関する施策の

基本となる計画
。内水面漁業に関する事項は、 「内水面漁業の振興に関する法律j に基づく県計画に位置付け

第2 三重県の水産業及び漁村を取り巻く情勢

1 水産業及び漁村を取り巻くt情勢の変化

0漁業法の改正に伴う水産政策の改革の推進

0不正に採捕された水産動植物の流通の防止等に向けて、漁獲証明制度の創設の動き

OSDG sやSociety5.0等の新たな潮流下での持続可能な水産業の実現
0先端技術やデータを駆使し、生産性を向上ーさせる農林水産業のスマート化の動き

O世界の食用水産物の消費量は増加、輸出金額は近年増加傾向
0アジアの富裕層を中心とする真珠の需要の拡大

0国内の魚介類1人当たりの年間消費量の減少等、消費者の魚離れの進展

。本県水産業の温暖化や貧栄養化など海洋環境の変化に対する適切な対応

0新型コロナウイルス感染症の影響による水産物の出荷量の減少や価格の低下など経営の圧迫
O南海トラフ地震等大規模地震発生の緊迫度の高まりや、自然災害の頻発 ・激甚化

2 本県水産業及び漁村の現状

2-1 漁業生産の現状

－本県の漁業産出額は昭和59年の1,248億円をピークに、平成30年には446億円に減少

・エピ類、貝類などを主漁獲対象とする小型底びき網漁業では、漁獲量は減少傾向

・主要養殖水産物のマダイ、黒ノリ、青ノリ、真珠の生産量は大きく減少
2-2漁業経営の現状

－漁業就業者数は昭和58年の22,255人から平成30年には6,108人に減少

・漁業経営体の96＿%が個人経営体、 67%が販売金額が500万円未満と零細経営体が大半
．漁協の経営は販売事業等の減少により事業利益が悪化する傾向

・HACC  Pに沿った衛生管理の原則導入義務化
2-3水産基盤整備及び漁村の現状

－漁港施設、漁港海岸保全施設の老朽化が進む一方で耐震化の進展の遅れ
・藻場の32%(H2→H22）、 干潟の63%(s3o→I-112）が減少

－造船業等の関連産業も縮小するなど漁村コミュニティの維持が困難

－カワウ等の食害等による資源減少、内水面漁協の組合員数や遊漁料収入の減少

第3 基本的な方針及び主要な目標

1 基本的な方針

条例第3条で定める基本理念にのっとり、将来にわたって、水産業が安定的に継続され、県

民の皆さんが豊かな県産水産物のすばらしさを実感できるよう次の基本的な方針を定める

(1）水産資源の維持及び増大と競争力のある養殖業の構築
(2）多様な担い手の確保及び育成と経営力の強化
(3）災害に強く生産性が高い水産基盤の整備と活力ある漁村の構築

2 主要な目標

｜ 目標項目 現状値 令和11年度

｜ 漁業産出額 446億円（平成30年） 574億円（令和10年）

3 基本計画の期間

令和2年度から令和11年度までの10か年計画とし、おおむね5年ごとに見直す

第4 基本的施策

11基本的な施策の展開方向（基本的な方針を踏まえ、基本的施策の展開方向や目標を定める）

I 1-1 水産資源の維持及び増大と競争力のある養殖業の構築

1-1-1 水産資源の維持及び増大

取組目標 ー ｜ 現状値 ｜ 令和11年度
沿岸水産資源の資源評価対象種の漁獲量に占める割合 I 25:5% （平成30年） I 10% ＜令和10年）

【施策の主な内容】
0継続的な資源調査の実施や科学的知見を踏まえた資源評価結果を漁業者に提供する仕組みの構築
O漁協、海上保安部、警察、市町等と連携した地域全体での監視 ・取締りの強化による密漁の根絶
O放流効果や資源評価を踏まえて選定した重要魚種の種苗生産や放流など効果的な栽培漁業の推進
O海洋観測や人工衛星情報、 Ic Tブイ等を活用した精度の高い海況情報の発信

科学的知見を踏まえた資源管理の推進

0令和元年度に設置した三重県資源評価委員会において、 3年間で
沿岸資源20魚種について科学的知見を踏まえた資源評価を行う取組

を開始
0評価結果に基づく漁獲量制限などの資源管理手法を漁業者に提供
し、資源管理計画のブラ ッシュアップを支援

1-1ー2競争力のある養殖業の構築

取組目標 ｜ 現状値 ｜ 令和11年度

新たな養殖品種開発件数（累計） ・ ｜ － ｜ 5件

【施策の主な内容】
0輸入養殖水産物の着地検査、疾病の発生状況や防疫対策等に関する情報共有の推進
0気候変動に対応した魚類 ・藻類 ・アコヤガイの品種改良、新たな品種に適した養殖技術の開発
Oマダイに依存した生産体制からの脱却など魚類養殖の構造改革
OAI・ I-C Tを活用した養殖技術の標準化等の促進、協業化等による計画生産体制の構築

A I ・ I C T技術を活用した養殖業の展開
0魚類養殖において、 AI・Ic Tを活用じて養殖魚（マダイ
等）の給餌 ・遊泳行動パターンを解析し、小規模経営体が導
入可能な完全自動型給餌システムの開発

0真珠養殖においては、優秀な養殖業者の養殖技術の見える化
や Ic Tブイにより取得する水温のリアノレタイムデータ等の
解析による養殖漁場の環境予測技術の開発

I 1-2多様な担い手の確保及び育成と経営力の強化

1-2-1 多様な担い芋の確保及び育成
取組目標 ． ｜ 現状値 ｜ 令和11年度

新規漁業就業者数（45歳未満） I 42人 I 62人

【施策の主な内容】
O水産高校や漁業士と連携した講座の開催など、水産業の魅力紹介や漁業体験の実施
。都市の若者等を本県の漁業に呼び込む仕組みづくり ‘
0漁師塾や真珠塾などによる新規就業者の定着支援や事業承継の仕組みづくり
0協業化や法人化を促進し、労働環境や安全管理体制が整った法人を育成することによる多様な
担い手の雇用の受け皿の確保

0ロボット技術等の活用による多様な担い手が活躍できる「ユニバーサノレ水産業Jの実現
O地域主体の水福連携に取り組む体制づくりや指導者の育成

水産高校と連携した取組

0県では、水産高校と連携し、水産高校の生徒に対して、漁業者が
市場での水揚げやセリ、資源管理の取組について説明する市場見
学会や、漁業者等が水産業の魅力を伝える水産高校での出前授業
の実施を支援

0志摩市や大紀町等において、漁業者と水産高校が連携して、県産
水産物を利用した商品開発



第4 基本的施策

水福連携の促進

O県では、障がい者が水産業の新たな担い手として活躍できるよ

う、漁業者等から福祉事業所等への漁労作業委託など水産業と

福祉との連携を促進

0県南部地域におけるカキや青ノリの養殖業を中心に、令和元年

度末までに32件、のベ465人の障がい者が就労

1-2-2 安定した経営体の育成

取組目標

「浜の活力帯生プラン」策定地区における漁業所得の増加率

【施策の主な内容】

現状値 ｜ 令和11年度

100（平成30年度） I 121 ＜令和10年度）

0個人経営体をはじめとする漁業経営体の所得向上と経営安定のため、収益性の向上に必要な漁払kや
漁具の導入等を支援

O法人化や経営規模の拡大による経営の安定と雇用の創出の促進

O新型コロナウイルス収束を見据えた ITスキノレを持った水産業者等の育成

0生産現場における新型コロナウイノレス予防対策の周知徹底や外国人技能実習生の確保が難しい経営

体の大手不足解消の取組の促進

0地域漁業の継続に向けた経営力のある担い手の確保及び育成

OA  I ・ IC Tを活用した生産性や所得の向上、働き方改革の促進

複合経営の促進

0県では、漁業者の新たな収入源の確保に向けて、複数の漁業種

類を営むことにより、経営を安定化 させていく取組を支援

0イカナゴ持、を営む漁業者が、イカナゴ漁期に新たな漁業として

青ノリ養殖を行う取組を支援し、先進的な取組として全国でも

評価

1-2-3水産業協同組合の経営の安定

取組目標

県内の沿海漁協数

【施策の主な内容】

現状値

14漁協

O県 1漁協をめざした段階的な合併の促進と真珠養殖漁協の合併の検討

令和11年度

1漁協

0組合員の合併に対する理解と賛同が得られるよう、組合員の意見を十分に聴き取りながら協議を促進

O漁協における経営合理化や加工・販売体制の拡充などによる組織及び事業の強化 ・充実を支援

f 漁協合併の促進

0県では、漁協の経営基盤強化を図る漁協合併を促進しており、平成

9年度末に1Q9漁協あった沿海漁協数は、令和元年度末には14漁協

にまで再編 － 

0県漁連等系統団体、関係市町と連携しながら、引き続き、漁協に対

して助言 ・指導

1-2-4 県産水産物の競争力の強化

取組目標 ｜ 現状値

県輸出協水産部会員による新たな輸出取引件数（累計） I 13件

．【施策の主な内容】

令和11年度

43件

06次産業化や観光業等異業種との連携、水産エコラベノレ認証取得等によるブランド力向上

0内食や中食、通信販売など、新型コロナウイルス収束を見据えた販路拡大等の事業展開への支援

02021年の第9回太平洋 ・島サミットを契機とした県産水産物の知名度向上と需要拡大

0アジア経済圏をターゲットとした商談機会の創出など、県産水産物の輸出の促進

0真珠の品質向上等に向けた技術開発、国際イベントでの真珠の利用促進など国内外でのPR 
OHACC Pの導入など衛生管理の高度化の促進や拠点市場の整備による流通の効率化

水産物の輸出の促進

O県産水産物の特色を生かした輸出を促進するため、水産物輸出に意
欲のある事業者と連携して、海外市場開拓調査や商談会を実施

0平成30年12月には、国内初となるシンガポール向け活カキ輸出が解

禁され、活カキ輸出が開始

r 1-3 災害に強く生産性が高い水産基盤の整備が舌力ある漁村の構築

1-3-1 水産業の基盤の整備

取組目標 ． ｜ 現状値 ｜ 令和11年度

拠点漁港における耐震・耐津波対策を行った施設の整備延長（累計） I 493m I l,016m 

【施策の主な内容】
0漁港施設および海岸保全施設での地震や津波 ・高潮等への対策、長寿命化対策、 Bc Pの策定

などソフト ・ハードの両面からの防災 ・減災対策を推進

0集出荷機能の集約 ・強化や高度衛生管理型の産地市場の形成、漁港ストックの有効活用など漁

港機能の再編 ・集約化

O新型コロナウイノレス感染拡大防止を図る研修会の開催や予防に係る衛生管理の施設改修を促進

O共同加工施設や冷凍冷蔵施設など，水産業の生産性を高める共同利用施設等の整備を促進

漁港海岸における防災・減災対策

O県では、漁港海岸において、南海 トラフ地震や津波 ・高潮などに

対する安全性の確保を図るため、海岸堤防等の耐震対策や長寿命

化を推進

0白塚漁港において高潮対策として海岸堤防を整備しており、引き

続き、防災 ・減災対策の取組を計画的に推進

1-3-2 水産動植物の生育環境の保全、改善及び創造

取組目標 現状値

藻場・干潟等の造成面積（累計） 51.2ha 

【施策の主な内容】ー

令和11年度

71.2ha 

0藻場 ・干潟等の造成や漁場整備の推進、漁業者等による藻場 ・干潟等の保全活動の支援

0国や漁業関係団体等と連携し、漁業者などが行う漁業系廃棄物の処分や海洋プラスチックごみ

の回収を促進

藻場再生の取組

O県では、鳥羽 ・志摩海域～熊野灘沿岸海域の藻場再生に取り

組んでおり、令和元年度までに、約30haの藻場を造成

0ハー ド・ソフト対策が一体となって、藻場の保全対策を推進

する三重外海域藻場ピジョンを策定

1-3-3 活力ある漁村の構築

取組目標

漁村の活性化につながる新たな取組数（累計）

【施策の主な内容】

現状値 令和11年度

30取組

O水産業の担い手の確保 ・育成や地域全体で漁業に取り組む体制づくり等による漁村コ ミュニティ

の維持発展

。各地域の現状を幅広く聞き取り、取組の成果 ・課題を踏まえた指導や助言を行うなど、 「浜の活

力再生プラン」等の策定 ・実践に取り組む漁業者等を支援

0海女漁業や日本農業遺産等の地域資源の活用や観光業等との連携を促進

0海岸保全施設の耐震対策等の推進や漁業集落排水施設など生活環境整備を促進

0漁業体験や遊漁など余暇活動に訪れる方々の受入れ並びに観光業との連携等による都市と漁村の

交流、新たな産業の誘致等を促進するため、水域及び漁港施設等を有効活用

浜の活力再生プラン等の取組

0県では、地域の課題を解決し、 5年間で1割以上の所得向上をめざし

て、浜ごとに策定する「浜の活力再生プランJの取組を支援

0地域が連携して競争力を強化するため、県内の漁業種類ごとに策定す

・る「浜の活力再生広域プランjの取組を推進



第4 基本的施策

1-3-4 内水面地域の活性化

取組目標

内水面地域に訪れた遊漁者数

【施策の主な内容】

現状値
9,661人

（平成30年度）

O稚アユ放流など漁業権対象魚種の増殖
0ドローン等を活用した駆除技術の情報提供などカワウ等による食害防止対策
O遊漁者の増加につながる魅力的な川づくりの検討

~ 

令和11年度
10,700人

（令和10年度）

0ヨシ帯の保全や河川の清掃活動など、漁協等が行う漁場環境の維持 ・回復の取組を支援

内水面地域での漁場環境再生等の取組
0県では、内水面の生態系維持等のため、産卵場や成育場として重要
なヨシ帯の保全や、環境学習、河川｜の清掃活動など、漁業者と地域
住民等の組織が行う取組を支援（令和元年度は、 5市町5組織（松
阪市、名張市、大台町、大紀町、紀北町）ーが実施）

f 1-4その他の施策

1-4-1 水産に関する技術の研究開発の推進及びその成ー果の普及

取組目標 ｜ 現状値 ｜ 令和11年度

県内でのスマート水産業の実践数（累計） ｜ 2件 ’｜ 22件

【施策の主な内容】
O漁業者等との積極的な意見交換による現場のニーズ把握と、得られた成果の広く速やかな普及
。スマート水産業の実現に向けて、産学官の研究会の立ち上げ、新技術の実証などを推進
0大学等とのコンソーシアムの形成により、最先端の知見等を活用し、水産業の課題解決を推進

衛星リモートセンシング技術の活用

0水産研究所では昭和60年から衛星データを利用した海況情報を作成
し、漁業者ニーズに対応した情報を提供

0関東・東海の一都玉県で現場観測データを共有し、衛星データと融
合させることで、海況情報を高度化

1-4-2 県民の理解の促進

取組目標
県民理解の向上に向けた取組数

【施策の主な内容】

現状値
10取組

令和11年度
20取組

O水産物の機能性や資源保護の重要性、多面的機能など水産業及び漁村が果たしている役割を情
報発信

O県民等が水産業の現場を訪れ、見て、体験できる水産業の見える化や観光業との連携を促進
O学校教育との連携など、子供たちに魚食の良さを伝え、魚食習慣の定着に向けた取組を促進

魚食リーダーと連携した魚食普及

0県では、魚食を普及し、水産物の消費拡大を促進するため、県産水
産物の知識や簡便な調理方法を伝承できる人材として、これまで80

名の三重県魚食リーダーを養成し、消費者が多く集うスーパーやイ
ベント会場等において、簡単に調理できる魚料理の実演や魚食の情
報発信と魚料理教室等を開催

f 2 漁業種類別の施策の展開方向

10の漁業種類別に、それぞれの課題を踏まえながら、基本的施策の展開方向を整理するとともに、
各漁業種類で注力する取組を記載

2-1 船びき網漁業及びまき網漁業 2ー7 魚類養殖

0イカナゴ減少の原因究明のための調査等の実施 。完全自動型給餌や疾病の早期発見システムの開発

O新たな収入源確保に向けた複合経営を促進 O養殖魚の付加価値向上によるブランド化
0沿岸漁業との調整のための協議の場の設置

2-8藻類養殖
OAI Sを用いた操業位置情報の管理

QA  Iを活用した海況の可視化や将来予測、海況

2-2定置漁業 に適応した養殖管理の仕組みづくり

Q A  I解析による漁獲状況の把握など操業の効 O色落ちしにくい黒ノリ 品種の研究開発
率化 O先進事例も参考に関係者が連携した貧栄養化対

策の推進

O共同加工施設の整備や協業化を促進
2-3 一本釣・刺し網・はえ縄等沿岸漁業

0サワラ、イサキ、イセエピなどについて、漁

業者を中心とした効果的な資源管理を促進 2-9 異類養殖

2-4 底びき網漁業
Oカキの地場採苗や新たな養殖技術の開発

0シンガポール向け活カキの知名度や信頼性を活

かしたアジア経済圏へ展開O底魚や二枚員の生産に漁場環境が及ぼす影響
の解明

2-10真珠養殖

2-5 採貝漁業 ．

0漁業者の資源回復に向けた取組への支援
Oアサリの成育に適した干潟造成等を推進

2ー6 海女漁業

0ドローン等を活用した海女が効率的に藻場を
管理する仕組みづくり

0海女漁業や「海女もんJ商品の魅力発信など
を支援

13地域別（水域別）の施策の展開方向

Oアコヤガイのへい死の原因究明や養殖管理のた

めの技術指導、制度資金の無利子化などの経営
支援を推進

0高品質な真珠生産のための母員等の安定生産
QA. I・Ic Tによる漁場環境データと環境予測

情報の提供システムの開発

02021年の第9回太平洋 ・島サミットを契機とした

真珠の魅力のPR 

本県を4ウの地域（水域）に大別し、地域の特徴や課題を踏まえ、基本的施策の展開方向を整理するととも
に、特に注力する取組を記載

3-1 伊勢湾地域 3-3 熊野灘地域

0堆積物の除去や漂流 ・漂着流木及びごみ対策 O藻場造成など水質環境の改善や生態系の保全

O先進事例も参考に関係者が連携した貧栄養化 O地域に応じた特色ある養殖の展開の促進

対策の推進 O多様な事業者の水産業及び漁村への受入れ
O干潟造成など水質環境の改善や生態系の保全 O浮魚礁の整備の推進、適正管理等
0イカナゴ、アサリなどの資源量調査

0漁協の組織 ・基盤の強化に向けた合併の促進 3-4 内水面地域

3-2鳥羽・志摩地域

0離島での水産業の担い手の確保及び育成
。水産高校と連携した漁業体験や商品開発

0漁業者自らによる漁獲物のブランド化や未利用
資源の活用

O「海女」ガイドの養成等、観光業と連携した取組
の促進

第5 計画の推進体制

Oアユの生息実態の把握と資源の維持 ・増太策
の検討

Oシラスウナギ採捕報告等の遵守によるウナギ

資源の適正な管理
0河川の清掃活動など漁場環境 ・生態系の維持

・回復

0計画に掲げる施策を着実に推進し、その目標を実現していけるよう、取組の主体である水産業者

等をはじめ、県、県民が、それぞれの責務と役割のもと、互いに連携 ・協力し、一体となって取

組を進めます

0基本計画に基づく施策等の実施状況について、議会に毎年度報告するとともに、ホームページ等を

通じて内容を公表します


